
水辺再生課

ダム管理担当

5142

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B107
ダム等施設管理費 土木費 河川費 河川総務費 ダム等施設管理費

宣言項目 03 大地震など危機への備えの強化

分野施策 020518 治水・治山対策の推進

１　事業の概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
諸 収 入 県　債

決定額 △6,568 △2,303 △4,265 810,180

現計額 816,748 230,034 357,000 229,714

平成30年度予算見積調書(2月補正予算)
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

事 業
期 間

昭和61年度～ 根 拠
法 令

河川法第17条、第66条

　有間ダム、合角ダム、権現堂調節池の適切な管理・運
用を継続し、洪水調節機能や利水の安定供給など良好な
ダム機能を維持することで県民へ安心安全を提供する。
　平成３０年度は、点検等の維持管理業務を行うととも
に、入間川の河床低下対策に合わせた効率的な有間ダム
堆砂対策や権現堂調節池の設備更新などを実施する。
（１）管理事務所運用費　　 △6,480千円
（２）使賃料・公課費等　  　  △88千円

（１）事業内容
　　ア　非常勤等雇用費　　　　非常勤職員の賃金及び交通費　　　　　　　　　　　　　       8,020千円
　　イ　管理事務所運用費　　　公共利用料金、燃料費等　　　　　　　　　　　　　　　　　  54,266千円
　　ウ　定期点検等委託費　　　各設備の保守点検、観測業務等に係る委託料　　　　 　　　　175,385千円
　　エ　工事費　　　　　　　　ダム湖内の堆砂掘削・処分等　　　　　　　　　　　　　　　 362,590千円
　　オ　使賃料・公課費等　　　職員の旅費、備品購入費等   　　　　　　　　　　　　　　　　1,487千円
　　カ　有間ダム堆砂対策費等　有間ダムから入間川への土砂還元　　　　　　　　　　 　　　215,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　入間川帯工の設計・工事　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）事業計画
　　ア　ダム定期点検等　　　施設を良好に保つため、定期的な計測、点検を実施する。
　　イ　ダム設備老朽化対策　耐用年数が経過しているダム設備の更新工事を計画的に実施する。
　　ウ　ダム堆砂対策
　　　　・有間ダム：堆積土砂を入間川の河床低下の資材に活用することで、効率的な対策を実施する。
　　　　・合角ダム：年間堆積量以上の土砂を搬出するなど、計画的な対策を実施する。　　
　　エ　入間川河床低下対策　投入した土砂を受け止めるために河道内に帯工等を構築する。　　　
（３）事業効果　
　　ア　ダム機能が良好に保たれることにより、適切な運用が可能となる。　　　
　　イ　施設の不良によるダムの機能低下、それに起因する災害や事故を未然に防ぐことで、より適切かつ効果的にダム
　　　を運営することができる。
　　ウ　洪水調節容量内に堆積している土砂を搬出することで、ダムの洪水調節機能低下を防ぐ。
　　エ　入間川への土砂還元による処分コストを低減、洗掘箇所埋立による橋梁の安全確保、河床の安定による瀬切れ防
　　　　止及び河床低下防止による護岸等の被災防止が図ることができる。
（４）県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況
　　利水者との共同管理施設であるため、事業の実施については、関係団体と連携を密にしている。
（５）補正の概要
　　事務費の節減による減額補正

有間　（県66.4%、企業局14.4%、飯能市19.2%）
合角　（県66.5%、企業局29.6%、寄居町2.0%、
　　　　深谷市0.7%、小鹿野町1.2%）
権現堂（県63.9%、企業局31.0%、茨城県5.1%）

河川等事業債
　充当率　９０％（通常分９０％　財対分０％）
　交付税措置　なし

（１）事業に係る人件費
　　9,500千円×1.1人＝10,450千円
（２）組織の新設、改廃及び増員　なし

補正後の
予算額

― 県土整備部 B107 ―
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